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各位

2004年 10月 11日から 10月 15日にかけて開催された IMOの第 52回海洋環境保護委員会(MEPC
52)における情報および審議結果を次のとおりお知らせいたします。

1. 条約の採択

MARPOL 73/78 Annex I および Annex II、並びに IBC コードの改正案が採択されました。改正

規則は 2007 年 1 月 1 日に発効を予定しています。

(1) MARPOL 73/78 Annex I（添付 1 参照）

船舶からの油による海洋汚染を防止するための MARPOL Annex I の全面改正案が採択さ

れました。 1983 年に発効して以来度重なる改正が行われており、結果的に MARPOL
Annex I はユーザーにとって複雑な規則構成となっています。今回の全面見直しは、ユー

ザーフレンドリーの観点から構成の見直しを行ったものとなっています。参考に添付 1 に目

次を示します。また、この改正には今回新たに合意された以下の改正も含まれています。

(i) オマーン海域の追加（第 1 規則）

特別海域として新たにアラビア海のオマーン海域が追加された。

(ii) ポンプルームの二重底化（第 22 規則）

2007 年 1 月 1 日以降建造の 5,000DWT以上の油タンカーは、ポンプルームに二重底

が要求される。二重底高さの要件は、B/15 メートルまたは 2 メートルのうちの小さい方

以上（最小 1 メートル）。

(iii) 油流出評価（第 23 規則）

2010 年 1 月 1 日以降引き渡しのすべての油タンカーは、現行の第 22～24 規則の代

わりに衝突・座礁に対する油流出を制限するために新たな規則が適用される。本規則

に対する解説書も同時に採択された。

(iv) 船上油汚染緊急計画（第 37 規則）

2007 年 1 月 1 日以降、5,000DWT 以上の油タンカーは、陸上ベースの損傷時復原性

および残存構造強度計算プログラムへ迅速にアクセスできることが要求される。

(2) MARPOL 73/78 Annex II（添付 2 参照）

船舶からの有害液体物質による海洋汚染を防止するための MARPOL Annex II の全面改

正案が採択されました。主な改正点は、汚染分類方式を現行の 5 分類(A, B, C, D, III)から

4 分類(X, Y, Z, OS)に変更したことです。この改正の他にストリッピング量、排出要件等の見

直しも行われています。

また、規則の構成も変わっておりますので、参考に添付 2 に目次を示します。
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(3) IBC コード（添付 3 参照）

危険化学薬品を運送するための構造・設備に関する規定を定める IBC コードの改正案が

採択されました。IBCコードは安全に関する要件も含まれているため、安全要件に関しては、

本年 12 月開催の第 79 回海上安全委員会（MSC 79）で審議の上採択される予定です。

今回改正された汚染分類クライテリアおよび船型要件クライテリアに従い再評価が行われ

た結果、575 の物質が改正 17 章または 18 章に含まれました。改正 17 章および 18 章を添

付 3 に示します。

なお、汚染分類および船型要件を評価するためのデーターが揃っていない物質が 187あり

ます。これらの物質は評価出来ないため、今回、改正 17 章または 18 章から削除されました

が、これらの物質は必要なデーターが GESAMP に提出され再評価が行われた後に、

MEPC. 2/Circ.（通常、毎年 12 月に回章）にて公表されることになっています。

2. MEPC 53（2005 年 7 月開催予定）で採択が見込まれる条約等の改正

MALPOL Annex VI および NOｘテクニカルコードの改正案（「fa係数」、「北海を SOx 排出制御

海域に追加」および「検査と証書の調和システムの導入」）は、過去の MEPC ですでに承認され

ていましたが、MALPOL Annex VI が発効していなかったため、これらの改正案は採択されてい

ませんでした。MALPOL Annex VI の発効の目途が立った（2005 年 5 月 19 日発効）ため、次回

の MEPC 53 でこの改正案を採択することが決定されました。

3. バラスト水管理

バラスト水管理条約の採択後、MEPC 51 にて同条約のガイドライン（G1～G13）を作成すること

が合意されていました。今回は「バラスト水管理システムの承認のためのガイドライン（G8）」およ

び「活性物質の承認のための手順（G9）」の原案が原則承認され、MEPC 53 で採択される見込

みです。その他のガイドラインは、来年 4 月開催のばら積み液体およびガス小委員会（BLG9）
および今後の MEPC にて審議される予定です。

4. 油水分離器等に関する改正ガイドラインの適用時期の明確化

昨年 7 月開催の MEPC 49 で採択された Resolution MEPC. 107(49)「機関室ビルジの汚染防止

設備に関する改正ガイドライン」の適用時期が今回の会合で以下のとおり明確化されました。

- 新基準の para. 1. 3. 1. 1 の解釈： 2004 年 12 月 31 日以前の建造船（Keel lay ベース）で 2005
年 1 月 1 日以降に設置される油水分離器および油分濃度計には、新基準を適用する必要は

ない。

- 新基準の para. 1. 3. 1. 2 の解釈： ①“new”→“replacement”、②“fitted”→“ordered”とそれぞれ

解釈する。

したがいまして、新基準の適用は以下のとおりとなります。

- 2005 年 1 月 1 日以降の建造船（Keel lay ベース）に設置される油水分離器および油分濃度計

- 2004 年 12 月 31 日以前の建造船（Keel lay ベース）で載せ替え(replacement)のために 2005
年 1 月 1 日以降に発注された油水分離器および油分濃度計
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なお、本 MEPC 52 の審議概要につきましては IMO ホームページにも掲載されていますのでご参照

ください。(http://www.imo.org)

なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。

財団法人　日本海事協会　（ClassNK）

本部　管理センター　国際室

住所: 東京都千代田区紀尾井町 4-7（郵便番号　102-8567）
Tel.: 03-5226-2038
Fax: 03-5226-2039
E-mail: xad@classnk.or.jp

添付：

1. A table of contents of the Revised MARPOL 73/78 Annex I
2. A table of contents of the Revised MARPOL 73/78 Annex II
3. Chapters 17 and 18 in the Revised IBC Code


















































